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浜岡原子力発電所の新規制基準適合性審査における
基準地震動策定に係る不適切事案について

現在、浜岡原子力発電所3号機・4号機について、原子力規制委員会による新規制基準適合
性審査を受けております。
昨年5月から原子力規制庁による当社の基準地震動の策定に関する調査への対応を行ってき

たところ、浜岡原子力発電所の地震動評価における代表波選定が、審査会合での当社による
説明内容と異なる方法や意図的な方法で実施されていた疑いがあることが確認されました。

審査に重大な影響を及ぼすおそれがあるとともに、地域の皆さまをはじめとするステーク
ホルダーの皆さまからの当社原子力事業に対する信頼を失墜させ、同事業の根幹を揺るがし
かねない事案であると極めて深刻に受け止めております。

1月5日、本事案について透明性・公正性を確保して事実関係および原因の調査、再発防止
策の検討等を行うため、当社から独立した外部専門家のみで構成される委員会（以下「第三
者委員会」）を設置することを取締役会で決議いたしました。今後、第三者委員会による調
査に全面的に協力してまいります。
また、監督官庁および原子力規制委員会のご指示、ご指導に基づき、適切に対応してまい

ります。

2026年1月5日公表資料
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事案の概要

（１）審査会合での説明内容（ｐ5）
2019年1月の審査会合において、基準地震動の策定にあたり、「統計的グリーン関数法

※」を用いた地震動の評価について、計算条件の異なる「20組の地震動」を計算し、それ
らの「平均に最も近い波を代表波」として選定する方法を用いる旨を説明していました。

※ 統計的グリーン関数法とは、小地震の地震動を用いて、大地震の地震動を計算する方法の一つであり、小地震の地
震動を多数の地震観測記録から統計的に把握されている地震の特性に基づいて作成し、地震動を計算するものです。
小地震の地震動を用いて、大地震の地震動を計算するにあたっては、特定の計算条件で実際には生じえない地震動
が計算されることがあるため、計算条件の異なる複数の地震動を計算し、その中から代表波として選定する方法が
用いられています。

（２）実際に実施されていた方法（ｐ6）
2018年以前から、「20組の地震動とその代表波」のセットを一つではなく多数作成し、

その中から当社が「一つのセットの代表波」を選定していました（方法①）。
また、2018年頃以降、意図的に「平均に最も近い波ではないものを代表波」として選定

したうえで、当該代表波が20組の平均に最も近くなるように、残りの19組を選定し、「20

組の地震動とその代表波」のセットを作成していました（方法②）。

2026年1月5日公表資料
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第三者委員会の設置

（１）委員会の構成

上記各委員とも当社との間に利害関係はなく、第三者委員会の独立性・中立性が阻害
される要因はございません。当社としても、第三者委員会による調査の独立性・中立性
および実効性が確実に担保されるよう、当該調査に全面的に協力してまいります。
また、第三者委員会では、地震動関係の専門家・有識者をアドバイザーとして起用す

る予定です。

（２）委嘱事項の概要
・本事案に係る事実関係の調査・認定、それに基づく評価・原因分析、再発防止策の提言
・その他、調査が必要と認められた事項

委員長
たかしま のりみつ

高嶋 智光 弁護士（Ｔ＆Ｋ法律事務所）

委員
かどたに なおき

角谷 直紀 弁護士（Ｔ＆Ｋ法律事務所）

委員
もりかわ ひさのり

森川 久範 弁護士（ＴＭＩ総合法律事務所）

2026年1月5日公表資料



審査会合での説明内容（2019.1.18審査会合資料より抜粋）

ランダムに作成された20組の波形
合成（灰色線19本＋赤線1本）の
平均値（黒線）との残差最小のもの
（赤線）を代表波として選定する。
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実際に実施されていた方法（概要）
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＜方法①＞ 「20組の地震動とその代表波」のセットを一つではなく多数作成し、その中から当社が「一つのセットの代表波」を
選定していた

＜方法②＞ 意図的に「平均に最も近い波ではないものを代表波」として選定したうえで、当該代表波が20組の平均に最も
近くなるように、残りの19組を選定し、「20組の地震動とその代表波」のセットを作成していた
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⑴20組の地震動のセットを多数作成（例:100セット）

⑵上記多数セットの中から当社が
１セットを選び、当該セットにおけ
る平均値との残差が最小のもの
を代表波として選定

＜方法①（概要図）＞ ＜方法②（概要図）＞

0.1

1

10

100

1000

0.01 0.1 1 10

SGF法による地震動評価結果（20波）-rup1_NS

SGF法による地震動評価結果（平均応答スペクトル（20波））-rup1_NS

SGF法による地震動評価結果（代表波）-rup1_NS

周期(s)

速
度
(c
m
/s
)

20

h=0.05

0.1

1

10

100

1000

0.01 0.1 1 10

SGF法による地震動評価結果（20波）-rup1_EW

SGF法による地震動評価結果（平均応答スペクトル（20波））-rup1_EW

SGF法による地震動評価結果（代表波）-rup1_EW

周期(s)

速
度
(c
m
/s
)

20

h=0.05

0.1

1

10

100

1000

0.01 0.1 1 10

SGF法による地震動評価結果（20波）-rup1_UD

SGF法による地震動評価結果（平均応答スペクトル（20波））-rup1_UD

SGF法による地震動評価結果（代表波）-rup1_UD

周期(s)

速
度
(c
m
/s
)

20

h=0.05

0.1

1

10

100

1000

0.01 0.1 1 10

SGF法による地震動評価結果（20波）-rup1_NS

SGF法による地震動評価結果（平均応答スペクトル（20波））-rup1_NS

SGF法による地震動評価結果（代表波）-rup1_NS

周期(s)

速
度
(c
m
/
s)

20

h=0.05

0.1

1

10

100

1000

0.01 0.1 1 10

SGF法による地震動評価結果（20波）-rup1_EW

SGF法による地震動評価結果（平均応答スペクトル（20波））-rup1_EW

SGF法による地震動評価結果（代表波）-rup1_EW

周期(s)

速
度
(c
m
/
s)

20

h=0.05

0.1

1

10

100

1000

0.01 0.1 1 10

SGF法による地震動評価結果（20波）-rup1_UD

SGF法による地震動評価結果（平均応答スペクトル（20波））-rup1_UD

SGF法による地震動評価結果（代表波）-rup1_UD

周期(s)

速
度
(c
m
/
s)

20

h=0.05

0.1

1

10

100

1000

0.01 0.1 1 10

SGF法による地震動評価結果（20波）-rup1_NS

SGF法による地震動評価結果（平均応答スペクトル（20波））-rup1_NS

SGF法による地震動評価結果（代表波）-rup1_NS

周期(s)

速
度
(c
m
/
s)

20

h=0.05

0.1

1

10

100

1000

0.01 0.1 1 10

SGF法による地震動評価結果（20波）-rup1_EW

SGF法による地震動評価結果（平均応答スペクトル（20波））-rup1_EW

SGF法による地震動評価結果（代表波）-rup1_EW

周期(s)

速
度
(c
m
/
s)

20

h=0.05

0.1

1

10

100

1000

0.01 0.1 1 10

SGF法による地震動評価結果（20波）-rup1_UD

SGF法による地震動評価結果（平均応答スペクトル（20波））-rup1_UD

SGF法による地震動評価結果（代表波）-rup1_UD

周期(s)

速
度
(c
m
/
s)

20

h=0.05

⑴ 多数の地震動（例:数千組）を
作成し、その中から当社が代表波
（下図赤線）を意図的に選定

審査会合で代表波を提示 審査会合で代表波を提示
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⑵当社が選定した代表波が20組の平
均に最も近いものとなるように、残りの
19組の地震動（下図灰色線）を
選定し、20組のセットを作成
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判明までの経緯

時期 出来事・当社の対応

2018年以前から
（時期不明）

「20組の地震動とその代表波」のセットを一つではなく多数作成し、その中から当社が「一つのセッ
トの代表波」を選定【方法①】

2018年頃以降 意図的に「平均に最も近い波ではないものを代表波」として選定したうえで、当該代表波が20組
の平均に最も近くなるように、残りの19組を選定し、「20組の地震動とその代表波」のセットを作
成【方法②】

2019年1月 NRA審査会合において、基準地震動の策定にあたり、「統計的グリーン関数法」を用いた地震動
の評価について、計算条件の異なる「20組の地震動」を計算し、それらの平均に最も近い波を代
表波として選定する方法を用いる旨を説明したが、実際には【方法①・②】が行われていた

2023年9月 NRA審査会合（基準地震動確定）

2025年5月～10月 原子力規制庁から当社の基準地震動の策定に関する調査連絡を受け、原子力規制庁との面談で、
基準地震動に関し、断層モデル法に基づく計算方法等について説明を実施。
10月に、原子力規制庁から、当社の委託先が作成した報告書等のエビデンス資料の提示要請

2025年12月 【方法①・②】が行われていたことが判明し、社内調査を開始するとともに、原子力規制庁へ報告
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地震動評価（地震動の顕著な増幅を考慮した地震動評価も実施）

検討用地震

震源を特定せず策定する地震動敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

応答スペクトルに基づく手法 断層モデルを用いた手法

○標準応答スペクトル
○2004年北海道留萌支庁南部の地震の
基盤地震動

内陸地殻内地震
○御前崎海脚西部の断層
帯による地震（M7.4）

○A-17断層による地震
（M7.2）

プレート間地震
○内閣府(2012)による
南海トラフで想定され
る最大クラスの地震
（Mw9.0）

海洋プレート内地震
○敷地下方の想定スラブ
内地震（M7.0）

○御前崎沖の想定沈み込
む海洋プレート内地震
（M7.4）

基準地震動
（地震動の顕著な増幅を考慮した基準地震動も策定※）

※ 地震動の顕著な増幅が見られない１～４号機周辺で用いる基準地震動をSs1、地震動の顕著な増幅が見られる５号機周辺で用いる基準地震動をSs2として策定

○敷地の地震動に影響が大きい地震はプレート間地震であり、内閣府(2012)による南海トラフの最大クラスのプレー
ト間地震の断層モデルを考慮して地震動評価を行い基準地震動を策定。

○2009年駿河湾の地震において５号機周辺で見られた地震動の顕著な増幅を考慮した基準地震動も策定。

＜参考＞浜岡原子力発電所の基準地震動の策定フロー

増幅なし：63ケース
増幅あり：24ケース

増幅なし：41ケース
増幅あり：20ケース

増幅なし：58ケース
増幅あり：19ケース

計：225ケース
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断層モデルを用いた手法

○震源断層モデルを用いて、断層の破壊過程を考慮し、
評価地点の地震動の時刻歴波形を評価。応答スペク
トルは、時刻歴波形から算定。

○浜岡原子力発電所の地震動評価では、地下構造モデ
ルの妥当性を確認した統計的グリーン関数法（短周期
領域）と波数積分法（長周期領域）によるハイブリッ
ド合成法を採用。

応答スペクトルに基づく手法

○地震観測記録に基づく経験式により、地震規模と震
源距離から、評価地点における地震動の応答スペクト
ルを評価。

○浜岡原子力発電所の地震動評価では、岩盤における
観測記録に基づき提案された式で、解放基盤表面に
おける水平方向及び鉛直方向の地震動の応答スペク
トルを評価することができるNoda et al.(2002)の方
法を採用。

＜応答スペクトルに基づく手法による地震動評価＞ ＜断層モデルを用いた手法による地震動評価＞

＜参考＞地震動評価の手法
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＜参考＞高嶋委員長経歴

1986年3月 東京大学経済学部卒業

1989年 検事任官（東京地検）

2014年 東京地検公判部長

2015年 法務省大臣官房審議官（総括担当）

2017年 松山地検検事正

2018年9月 法務省人権擁護局長

2019年 出入国在留管理庁次長

2020年 法務省大臣官房長

2021年 法務事務次官

2023年 名古屋高検検事長

2024年 第一東京弁護士会登録

2024年10月～現在 T&K法律事務所
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＜参考＞角谷委員経歴

2002年3月 早稲田大学理工学部電気電子情報工学科卒業

2004年3月
東京工業大学（現 東京科学大学）大学院総合理工学研究科
修了(工学修士)

2005年 第一東京弁護士会登録

2005年10月～2016年10月 長島・大野・常松法律事務所

2011年5月 Duke University School of Law修了（LL.M.）

2012年1月～2015年3月 中倫律師事務所（北京・上海）

2014年1月～現在 青島仲裁委員会仲裁員

2016年11月 T&K法律事務所設立

2019年4月～2023年3月 第一東京弁護士会 弁護士業務の適正化に関する委員会 委員

2019年7月～2023年3月 東京三弁護士会合同 非弁護士取締委員会 委員

2020年8月～現在 一般社団法人日本商事仲裁協会（JCAA） 仲裁人・調停人

2021年6月～2022年5月 第一東京弁護士会綱紀委員会 委員
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＜参考＞森川委員経歴

2002年3月 京都大学法学部卒業

2002年4月 最高裁判所司法研修所入所

2003年 10月 検事任官 以後、東京地検等にて勤務

2015年 東京弁護士会登録

2015年 4月～2017年10月 TMI総合法律事務所

2017年 11月 原子力規制委員会原子力規制庁

2020年 11月～現在 TMI総合法律事務所

2022年 1月 カウンセル就任

2023年 1月 パートナー就任
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経済産業省 ホームページ
中部電力株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました
2026年1月5日

経済産業省は本日、中部電力株式会社（以下「中部電力」という。）に対して、浜岡原子力発電所の地震動の
評価に当たって不適切な方法で実施をしていた事案について、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を
求めました。

1．概要
中部電力が、原子力規制委員会による原子炉等規制法に基づく浜岡原子力発電所3号機・4号
機の新規制基準適合性確認審査において、浜岡原子力発電所の地震動の評価を不適切な方法
で実施していた事案（以下「本事案」という。）が確認されたことを踏まえ、経済産業省は、
本日、中部電力に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、本事案の事実関係及び
経緯について徹底的な調査を行った上で報告すること、及び本事案の発生原因を特定・整理
した上で実効的な再発防止策をとりまとめ、あわせて他の類似事案の有無等について報告す
るよう求めました。

2．関連条文
電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）
（報告の徴収）
第百六条
1・2 （略）
3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めると
ころにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業
者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
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1月7日 第50回原子力規制委員会 資料

１．趣旨
本議題は、令和８年１月５日に中部電力株式会社（以下「中部電力」という。）から公表された「浜岡原子力発
電所の新規制基準適合性審査における基準地震動策定に係る不適切事案」について報告するものである。

２．経緯
本事案は、令和７年２月に原子力施設安全情報申告制度（以下「申告制度」という。）に基づく情報提供として、
原子力規制庁に連絡があったことから、原子力規制庁及び原子力施設安全情報申告調査委員会で対応していたと
ころ、令和 ８年１月５日に中部電力が事案概要等を公表したもの。

３．これまで判明している事案の概要
（１）令和７年２月に申告制度に基づく情報提供を受けて、原子力施設安全情報申告調査委員会に諮りつつ、
原子力規制庁で情報提供者からの詳細な聞き取りなど、中部電力への調査に向けた準備を行い、同年５月から、原
子力規制庁が中部電力との面談を数度にわたり実施し、不正行為の有無等について事実関係の確認を進めてきた。
（２）令和７年 12 月 18 日の中部電力との面談において、中部電力から会社内部の調査でも不正行為が確認
された旨の説明がなされた。
（３）これまでに判明している不正行為は、基準地震動の策定における断層モデルを用いた地震動評価のうち統計
的グリーン関数法による評価に関するもの。

４．今後の対応
来週（令和８年１月 14 日）の原子力規制委員会定例会において、本事案への原子力規制委員
会としての対応（報告徴収等の規制上の措置、原子力規制検査等を通じた詳細な事実関係の把握・
確認、新規制基準適合性審査の取扱及びそれ以外の許認可手続きの取扱等）の方針を諮る。
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